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主な内容

「災害時における応援等に
　　　　　関する協定」の締結

左から　豊田消防長、笠井副管理者、板倉管理者、井上群司令、岩松基地隊司令、室舘警備隊長

◆
◆
◆
◆
◆
◆

「災害時における応援等に関する協定」の締結について
重大な消防法令違反の建物を公表する制度
火災調査室からのお知らせ
令和２年度防火ポスターコンクール「最優秀作品」決定！
緊急時要援護者登録制度
Net119 緊急通報システムについて

NO.225

　「Net119緊急通報システム」とは、聴覚・音声・言語機能等の障害により、音声による119番通報が
困難な方が、スマートフォン等の携帯端末を利用し、消防へ音声によらない通報を行えるシステムです。な
るべく文字入力をすることなく、画面をタップしていく簡単な操作で「火事」や「救急」といった情報や通
報場所を伝えることができます。

聴覚・音声・言語機能等に障害がある方を対象とした
スマートフォンを利用した新しい緊急通報システム

Net119 緊急通報システム

Net119
緊急通報システムで出来ること 注意事項

※画面はイメージです。 

通報イメージ 

チャット

  利用者端末 消防

印西地区消防組合消防本部 指揮指令課  Tel：0476-46-9981  Fax：0476-46-9986
Mail：shirei-inzaichiku@nifty.com　〒270-1387　千葉県印西市牧の原二丁目3番地

受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで　閉庁日：土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

お問い合わせ窓口

●利用するには、事前に利用登録が必要です。
●登録者は、印西地区消防組合消防本部の管
轄区域に在住、または通勤・通学されてい
る、聴覚または音声・言語機能等の障害によ
り、電話による音声での119番通報が困難な
方が対象です。
●登録料は無料ですが、インターネットの接
続に必要な料金は利用者負担となります。
●通報を行うには、ご利用のスマートフォン等の
GPS機能をONに設定する必要があります。
※印西地区消防組合消防本部の管轄区域と
は、印西市、白井市を言います。

●よく行く場所の登録

●外出先からの通報

●便利なチャット機能

●国内どこでも利用可能

事前に「自宅」や「よく行く場所」を登録すること
で、素早く通報場所を知らせることができます。

GPS機能によって外出先からの通報でも、素早
く通報場所を特定することができます。

消防とのチャットでは、定型文により、なるべく
文字入力によらないやりとりができます。

日本国内のどこでもご利用いただけます。
（一部制限事項あり。）
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印西地区消防組合・
海上自衛隊下総教育航空群による

「災害時における応援等に関する協定」の
締結について

左から
板倉管理者、井上群司令

　令和３年１月２６日（火）当消防組合と海上自衛隊下総教育航空群は、「災害時における応援等
に関する協定」を締結しました。
　この協定により、下総航空基地及び基地周辺地域で災害が発生した際、情報を相互で共有し、
的確な災害対応ができるとともに、積極的に応援活動を依頼することが可能になるものです。
　今後は、災害対応がより効率的かつ効果的となることにより、市民の安全安心に繋がるものと期
待されます。

協定書

左から
豊田消防長、岩松基地隊司令

覚　書

重大な消防法令違反の建物を公表する制度が
令和2年4月1日から開始されています。

違反対象物の公表

　「違反対象物の公表制度」は、建物利用者の方が、自ら火災の危険性に関する
情報を入手し、安心して建物を利用していただくために、重大な消防法令違反の
ある建物を印西地区消防組合のホームページにより公表する制度です。

●公表の対象となる建物は
飲食店、百貨店、ホテル、病院などの不特定多数の方が出入する建物です。

●公表の対象となる違反は
「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置
されていない重大な消防法令違反です。

火災予防上の命令を受けている建物への公示

　消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その
改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりま
せん。

●公示する場所は
日本産業規格A３の用紙に必要事項を記載し、消防法令違反に対する
改修等の命令を受けた建物の全ての出入口付近に公示します。

●公示する内容は
①建物名称　②建物の所在地　③命令を受けた者（名前）　④違反の内容

●公表する内容は
①建物名称　②建物の所在地　③違反の内容

●公表の時期は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から
14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

●公表方法は
印西地区消防組合ホームページへ掲載します。
http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/
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最優秀防火ポスター
印西地区消防組合管理者賞
印西市立大森小学校 ６年

宮嶋 栄多さん
みやじま  えいた
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No.7火災調査室からのお知らせ

こんにちは、ゲンです。まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 
私達が管轄している「印西市」「白井市」では、昨年５９件の火災が発生しました。火災原因の

一つ「たき火」は、空気が乾燥している時や風が吹いている時など予想を超えて拡大してしまうこ
とがあります。火の取扱いには十分注意して下さい。

さて、今回は「低圧進相コンデンサ」について、話しをしていきましょう。
皆さん「低圧進相コンデンサ」って聞いたことありますか？ なかなか聞きなれてない言葉だと思

います。簡単に説明すると、２００Ｖモーターを使用する、業務用冷蔵庫、井戸ポンプ、農家の乾燥
機などの電気機器を効率よく動かすための部品で、主に農家や工場（作業場）、飲食店などで使
用されています。見たことありませんか？

何故こんな話しをしているかと言うと、なんと、この「低圧進相コンデンサ」が原因で火災が発
生しているのです！

どうして火災になるかと言うと、「低圧進相コンデンサ」は電気機器なので、古くなると部品が
劣化してきます。劣化すると何が起こるかというと、内部で熱を持ち最後は、電気がショートして火
災になるのです。

特に１９７５年（昭和５０年）以前に製造された製品には、安全装置が内蔵されていないため、
被害が拡大する恐れがあるのですぐに交換が必要です。機器の使用状況にもよりますが、概ね１
０年を経過した製品は、専門業者に点検を受けて計画的に交換するようにお願いします。

【１９７０年代の製品】 【出火した低圧進相コンデンサ内部の状況】

１　機器を使用しないときは、メインブレーカーを「切」にする。
２　概ね１０年を経過した製品は、専門業者の点検を受けて計画的に交換する。
３　１９７５年（昭和５０年）以前に製造された製品には、安全装置が内蔵されていないため、
　  被害が拡大する恐れがあるのですぐに交換する。

【低圧進相コンデンサの出火防止対策】

ゲンさんのひと言 令和２年度防火ポスターコンクール
「最優秀作品」決定！

たくさんのご応募
ありがとうございました。

　防火ポスターコンクールは、子供たちの防火意
識の育成と火災予防について深く理解してもらう
ため、秋の火災予防運動に合わせて、管内の小
学校から防火ポスターを募集したところ、２２２点
の応募がありました。その中から審査の結果３１
作品が入選しました。
　なお、防火ポスター入選作品は、当消防組合の
ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧く
ださい。

【印西地区消防組合ホームページ】
http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/

緊急時要援護者登録制度
　緊急の際に手助けが必要な方の情報を登
録することにより、火災や救急、救助事案等の
発生時における迅速な消防活動の推進を図る
ことを目的とした制度です。
　登録の対象者となる方は、管轄区域に居住
又は通学し、次のいずれかに該当する方で、個
人情報の提供に同意された方です。
(１) 自力で避難することが困難な方
(２) 65歳以上で一人暮らしの方
(３) その他緊急時において特別な活動又は
　　対応を必要とする方

【登録者への対応】
　緊急時には事前に登録された情報を把握
し、医療機関への傷病者情報の提供及び必
要に応じ関係機関、親族及び協力者等への支
援要請を行うことができます。

≪お問合せ≫
消防本部 指揮指令課　
ＴＥＬ：0476-46-9981
ＦＡＸ：0476-46-9986
Mail： shirei-inzaichiku@nifty.com
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Mail：shirei-inzaichiku@nifty.com　〒270-1387　千葉県印西市牧の原二丁目3番地

受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで　閉庁日：土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

お問い合わせ窓口

●利用するには、事前に利用登録が必要です。
●登録者は、印西地区消防組合消防本部の管
轄区域に在住、または通勤・通学されてい
る、聴覚または音声・言語機能等の障害によ
り、電話による音声での119番通報が困難な
方が対象です。
●登録料は無料ですが、インターネットの接
続に必要な料金は利用者負担となります。
●通報を行うには、ご利用のスマートフォン等の
GPS機能をONに設定する必要があります。
※印西地区消防組合消防本部の管轄区域と
は、印西市、白井市を言います。

●よく行く場所の登録

●外出先からの通報

●便利なチャット機能

●国内どこでも利用可能

事前に「自宅」や「よく行く場所」を登録すること
で、素早く通報場所を知らせることができます。

GPS機能によって外出先からの通報でも、素早
く通報場所を特定することができます。

消防とのチャットでは、定型文により、なるべく
文字入力によらないやりとりができます。

日本国内のどこでもご利用いただけます。
（一部制限事項あり。）


